
〔28〕ふれあいボウリング 
 

１ 期  日   2026年７月５日（日） 

         受 付       ９時00分～９時30分 

         開会式       ９時40分～９時50分 

         Aシフト前半戦（2G） 10時00分～11時10分 

         Bシフト前半戦（2G） 11時20分～12時30分 

         Aシフト後半戦（2G） 12時40分～13時50分 

         Bシフト後半戦（2G） 14時00分～15時10分 

         表彰・閉会式    15時30分～15時50分 

 

２ 会  場   青森市       アオモリボウル 

 

３ 種別及び参加人員 

種 別 選 手（人） 合 計（人） 

小学生の部 ６ 

120 

中学生の部 ６ 

高校生の部 16 

一般の部（49歳以下） 20 

一般の部（50歳代） 20 

一般の部（60歳代） 20 

一般の部（70歳以上） 32 

 

４ 競技上の規程及び方法 

⑴  競技規則 

 現行の「公益財団法人 JAPAN BOWLING競技規則」を準用する。 

⑵  競技方法 

ア  デュアルレーン方式（アメリカ方式）で実施する。 

イ  年代別男女個人戦４ゲームとし、前半２ゲーム終了後、レーン移動を行ない合計４ゲー

ムの成績により順位を決定する。 

ウ  レーン配当の抽選は、競技前日までに青森県ボウリング連盟が公正無作為に行う。 

エ  ハンディキャップを次のとおり与える。 

(ｱ)  性別によるハンディキャップ  男子０点、女子15点 

(ｲ)  小学生のハンディキャップ   １・２・３年生５点、４・５・６年生０点 

(ｳ)  70歳代以上のハンディキャップ 70～74歳０点、75～79歳５点、80～84歳10点 

                 85～89歳15点、90～95歳20点、以降5歳毎に5点 

   (ｴ) 年齢起算日は2026年４月１日とする。 

 



５ 選考方法 

 先着順とし、定員になり次第締切る。 

 

６ 参加資格 

⑴  原則として、青森県内に居住している者とする。 

⑵  青森県ボウリング連盟が認めた者とする。 

⑶  18歳未満又は高校生以下の者が参加する場合は、保護者の同意を得て申込むこと。 

 

７ 表  彰 

⑴  種別毎の第１位～第３位に賞状を授与する。 

⑵  パーフェクトゲームの達成者には記念品を贈呈する。 

 

８ 参加申込方法 

⑴  2026年５月１日（金）から 2026年６月１日（月）までとする。 

⑵  「参加申込書」に必要事項を記載の上、以下の方法にて申込みを行うものとする。 

ア  青森県ボウリング連盟各支部を通じて FAX又は電子メールで申込む。 

イ  各ボウリング場を通じて FAX又は電子メールで申込む。 

ウ  各市町村のスポーツ協会を通じて FAX又は電子メールで申込む。 

エ  青森県ボウリング連盟ホームページから申込む。 

申込先 宛 先 提出部数 

青森県ボウリング連盟 

事務局員 山本 大輔 

携帯 090-9532-3214 

FAX 0172-52-7953 

E-mail jb-aomori@aomori-bowling.com 

ホームページアドレス aomori-bowling.com 

１部 

 

９ 参加負担金 

⑴  一般の部 １人 1,500円、高校生 1人 1,200円、小中学生 1人 1,000 円とする。 

⑵  大会当日、受付にて納入すること。 

⑶  前日までに連絡なく不参加の場合は、理由の如何を問わず、後日請求するものとする。 

 

10 参加上の注意 

⑴  青森県ボウリング連盟において、参加者全員を対象とした傷害保険に加入する。 

⑵  参加者は、各自の責任において健康管理に十分配慮の上参加すること。 

 

11 個人情報の取扱いについて 

参加申込書（同意書含む。）に記載された個人情報については、以下の青の煌
き ら

めきあおもり国

スポに関する業務に使用する。また、申込時点で本人の同意が得られたこととする。 

⑴  青の煌
き ら

めきあおもり国スポへの参加意思及び参加人数の確認 

⑵  競技参加資格の確認（年齢、性別、所属、保護者の同意など） 

⑶  参加案内等の送付 

⑷  競技別プログラムの作成 



⑸  賞状等の筆耕 

⑹  競技の結果、映像、写真の記録業務への使用及び広報誌、インターネット等への掲載 

 

12 その他 

⑴  荒天時及び不測の事態が起こった場合には、主催者が開催の有無を決定する。開催の有無

については、青森県ボウリング連盟ホームページで周知する。 

⑵  この要項に定めない事項は、必要に応じて主催者が協議して定める。 


